
 

聖

籠

町

議

会

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

三

年

九

月

三

十

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

十

九

号

 

聖

籠

町

議

会

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例
 

聖

籠

町

議

会

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

三

年

聖

籠

町

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

中

「

議

会

に

お

け

る

会

派

及

び

」

を

削

る

。

 

第

二

条

中

「

会

派

（

所

属

議

員

が

一

人

の

場

合

を

含

む

。
）

及

び

」

を

削

る

。

 

第

三

条

を

削

る

。

 

第

四

条

の

見

出

し

を
「

政

務

調

査

費

の

額

」
に

改

め

、
同

条

中
「

議

員

に

係

る

」

を

削

り

、

同

条

た

だ

し

書

き

を

削

り

、

同

条

を

第

三

条

と

す

る

。

 

第

五

条

中

「

会

派

の

代

表

者

及

び

」

を

削

り

、

同

条

を

第

四

条

と

す

る

。

 

第

六

条

中

「

に

係

る

会

派

及

び

議

員

に

つ

い

て

」

を

「

が

あ

っ

た

場

合

、
速

や

か

に

」
に

、「

、
政

務

調

査

費

の

」
を
「

政

務

調

査

費

の

」

に

改

め

、「

会

派

の

代

表

者

及

び

」
を

削

り

、
同

条

を

第

五

条

と

す

る

。

 

第

七

条

第

一

項

及

び

第

二

項

中
「

会

派

の

代

表

者

及

び

」
を

削

り

、

同

条

第

四

項

中
「

会

派

の

代

表

者

及

び

」
及

び
「
（

当

該

会

派

が

消

滅

し

た

と

き

を

含

む

。
）
」

を

削

り

、

同

条

第

五

項

中

「

又

は

政

務

調

査

費

の

交

付

を

受

け

る

会

派

に

所

属

し

た

と

き

」

を

削

り

、
「

そ

れ

ら

の

」

を

「

そ

の

」

に

改

め

、

同

条

を

第

六

条

と

す

る

。

 

第

八

条

中

「

会

派

及

び

」

を

削

り

、

同

条

を

第

七

条

と

す

る

。

 

第

九

条

を

削

る

。

 

第

十

条

第

一

項

中
「

会

派

の

代

表

者

及

び

」
及

び
「
（

そ

の

一

、
そ



の

二

）
」
を

削

り

、
同

条

第

二

項

を

削

り

、
同

条

第

三

項

中
「

第

一

項

」

を
「

前

項

」
に

改

め

、
「

、
別

記

様

式

第

一

号

（

そ

の

二

）

に

よ

り

関

係

書

類

を

添

え

て

」

を

削

り

、

同

項

を

第

二

項

と

し

、

同

条

第

四

項

中

「

前

三

項

」

を

「

前

二

項

」

に

改

め

、

同

項

を

第

三

項

と

し

、

同

条

を

第

八

条

と

す

る

。

 

第

十

一

条

中

「

会

派

及

び

」

を

削

り

、
「

第

八

条

」

を

「

第

七

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

九

条

と

す

る

。

 

第

十

二

条

中

「

第

十

条

」

を

「

第

八

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

条

と

し

、

第

十

三

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

 

別

記

様

式

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

    



別記様式第 1 号 政務調査費収支報告書（条例第 8 条第 1 項、第 2 項） 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 聖籠町議会議長 

 

         様 

 

 

 

聖籠町議会議員          印 

  

    年度政務調査費に係る収支報告について 

  

 

 

 聖籠町議会政務調査費の交付に関する条例第 8 条第 1 項(第 2 項)の規定によ

り、別紙のとおり  年度政務調査費収支報告書を提出します。 

 



別紙 

 

  年度政務調査費収支報告書 

 

 

聖籠町議会議員          印 

 

 

 

1 収 入 

 政務調査費         円 

 

2 支 出 

  科

目 
支 出 額 備 考 

  

調 査 研 究 費 円 
  

研 修 費 円 
  

会 議 費 円 
  

資 料 作 成 費 円 
  

資 料 購 入 費 円 
  

広 報 費 円 
  

事 務 費 円 
  

合 計 円 
  

3 残 額         円 

(注) 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。



条
例
第
１
０
条
第
４
項

別

記

様

式

第

二

号

中
「

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「

 
 

 
 

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

附
 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

改

正

後

の

聖

籠

町

議

会

政

務

調

査

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

平

成

二

十

三

年

九

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

 

条
例
第
８
条
第
３
項


